
(別紙）

入札から森林作業道着工までの流れ

着　　工

契　  約

 概 略 図
 の 作 成
 ・ 提 出

入札

概 略 図
の 調 整

事業計画の
提出・承認

許 認 可
の 申 請

落札

・落札者は、森林管理署等が積算時に作成した
参考例（路線計画図、森林作業道作設標準例）
を参考に概略図（路線計画図（ホイールタイ
プ・クローラタイプ別区分を明記）、森林作業
道作設の標準例）を作成し、森林管理署等に提
出。
・概略図の作成に当たっては、森林作業道の品
質を確保するため、森林管理署等が作成した参
考例と同等またはそれ以上の品質を確保するこ
と。

・落札者と森林管理署等とは、概略図等につい
て調整。

・契約を締結。

・調整した概略図を添付した事業計画の提

出・承認を受ける。

・概略図が、森林管理署等で事前に協議をして

いる保安林等での作業許可等と異なる林小班に

作設する場合は、新たに保安林等の作業許可協

議等の必要があります。

・許認可後、森林作業道着工。
・許認可により変更があれば事業計画変更の提
出・承認を受けること。



落札者提出の概略図調整に当たってのチェック表

区分 チェックする内容 チェック

路 ① 森林管理署等が作成した路線計画と同程度の延長距離であ

るか。

線

② 幹線の線形が確保されているか。

計

③ 重要なポイントは通過しているか。

画 林道等からの進入箇所

続き山への路線の確保 等

図

④ 支線の集材路の間隔が適当であるか。

① 土工の構造

標 森林管理署等が作成した森林作業道作設標準例と同程度又

は同程度以上の

準 ・材料規格（丸太の径級・長さ等）、

・構造（切土・盛土ののり勾配、丸太組工の控え木の間

例 隔等）、

・水切工の設置密度 等

が参考例（森林作業道作設標準例)以上であるか。


